
ハローワーク黒石の職業相談・職業紹介を

ご利用いただくにあたってのご案内

○当ハローワークは、平日8：30から17：15まで開庁しております。

○職業相談・職業紹介をご希望の方につきましては、以下、ご案内します。

9：00から17：00 の間のご利用をお勧めさせていただきます。

当所として、以下の所要時間の目安や窓口の混雑状況により、

求職申込や職業相談には一定の時間がかかります。

初めて、ハローワークをご利用いただく方については、求職申込みが必要です。

求職申込書へのご記入や、ご記入いただいた求職申込書に沿ってご希望の条件等に

ついて確認させていただく相談については、概ね30分から40分程度は、見ておいて

いただければと思います。

（注）お待ちいただく時間は、日時によって変動するため、所要時間を含めておりま

せんので、お時間に余裕を持ったご来所をお願いいたします。

職業紹介については、先方（事業所）と
連絡がつきにくい時間帯があります。

早朝（8：30～9：00）、昼休みの時間帯（12：00～13：00）、

夕方（17：00過ぎ）につきましては、他の時間帯に比べて、事業所

との連絡がつきづらい場合がございますので、予めご承知いただき、

出来ましたら、それら時間帯以外のご利用をお願いいたします。

また、翌日に面接をご希望の場合については、夕方ですと翌日の面接

設定が難しい場合がございますので、早めのご利用をお願いいたします。
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ハローワーク で斡旋している職業訓練 です

ハロートレーニング ワンストップ

と入力

失業給付受給の手続きについて

※ 以前マイナンバーを登録いただいた方でも、受給の都度
マイナンバーの提出が必要です。

あなたも で

インターネットで

窓口で訓練の詳細をご案内しています。ご希望の方は「受付」または「窓口」にご相談ください。

対象：失業中の方対象：雇用保険受給中の方

例えば

パソコン、簿記医療事務、介護
電気工事士、
FP技能士

例えば

公共
職業訓練

求職者
支援訓練

ホームページで
検索できます！ホームページで

検索できます！

マイナンバー
（写真付）

通知カードまたは

◎失業給付受給の手続きをする際には以下のものが必要です。

が 必要 です

・離職票－１及び２ ・身分証明書
・写真２枚（特例一時金の方は１枚、高年齢求職者給付金の方は１枚）
・振込先のわかる通帳またはキャッシュカード
・マイナンバーカード（写真付）または通知カード
（後日お持ちいただく際は再度身分証明書を確認させていただきます。）
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